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総

務

省

○

告
示
第
二
号

経
済
産
業
省

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
別
表
の
規
定
に

通
商
産
業
省

基
づ
き
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
一
年

告
示
第
一
号
）

自

治

省

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
十
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

鈴
木

淳
司

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七
～
十
四

［
略
］

六
の
二
～
十
三

［
同
上
］

十
五

鹿
島
臨
海
地
区

十
四

鹿
島
臨
海
地
区

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

茨
城
県
神
栖
市
北
浜
一
番
地
か
ら
四
番
地
ま
で
、
三
番
地
及
び
四
番
地
に
隣
接
す
る
国
有
無
番
地
、
六
番

ロ

茨
城
県
神
栖
市
北
浜
一
番
地
か
ら
四
番
地
ま
で
、
三
番
地
及
び
四
番
地
に
隣
接
す
る
国
有
無
番
地
、
六
番

地
か
ら
十
三
番
地
ま
で
、
十
四
番
地
一
、
十
四
番
地
三
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
、
十
六
番
地
三
、
十
九

地
か
ら
十
三
番
地
ま
で
、
十
四
番
地
一
、
十
四
番
地
三
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
、
十
六
番
地
三
、
十
九

番
地
一
（
工
業
専
用
地
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
九
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

番
地
一
（
工
業
専
用
地
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
九
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
、
十
九
番
地
二
、
二
十
番
地
か
ら
二
十
四
番
地
ま
で
、
二
十
七

地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
、
十
九
番
地
二
、
二
十
番
地
か
ら
二
十
四
番
地
ま
で
、
二
十
七

番
地
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地
三
十
七
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
一
ま
で
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地

番
地
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地
三
十
七
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
一
ま
で
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地

四
十
四
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
七
ま
で
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十
四
、
六
千
二
百
二
十
三
番

四
十
四
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
七
ま
で
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十
四
、
六
千
二
百
二
十
三
番

地
五
十
五
（
工
業
専
用
地
域
に
限
る
。
）
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
か
ら
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十

地
五
十
五
（
工
業
専
用
地
域
に
限
る
。
）
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
か
ら
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十

二
ま
で
並
び
に
六
千
三
百
十
八
番
地
、
奥
野
谷
字
浜
野
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
五
、
六
千
二
百
二
十
五

二
ま
で
並
び
に
六
千
三
百
十
八
番
地
、
奥
野
谷
字
浜
野
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
五
、
六
千
二
百
二
十
五

番
地
四
十
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
二
十
一
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
三
十
二
及
び
六
千
二
百
二

番
地
四
十
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
二
十
一
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
三
十
二
及
び
六
千
二
百
二

十
五
番
地
八
百
三
十
三
並
び
に
字
東
和
田
五
千
五
百
八
十
八
番
地
二
、
東
和
田
（
三
十
九
番
地
一
及
び
三
十

十
五
番
地
八
百
三
十
三
並
び
に
字
東
和
田
五
千
五
百
八
十
八
番
地
二
、
東
和
田
（
三
十
九
番
地
一
及
び
三
十

九
番
地
二
を
除
く
。
）
並
び
に
東
深
芝
一
番
地
一
か
ら
一
番
地
七
ま
で
、
二
番
地
二
か
ら
二
番
地
二
十
五
ま

九
番
地
二
を
除
く
。
）
並
び
に
東
深
芝
一
番
地
一
か
ら
一
番
地
七
ま
で
、
二
番
地
二
か
ら
二
番
地
二
十
五
ま

で
、
三
番
地
一
か
ら
三
番
地
十
一
ま
で
、
三
番
地
十
四
か
ら
三
番
地
十
六
ま
で
、
四
番
地
一
か
ら
四
番
地
十

で
、
三
番
地
一
か
ら
三
番
地
十
一
ま
で
、
三
番
地
十
四
か
ら
三
番
地
十
六
ま
で
、
四
番
地
一
か
ら
四
番
地
十

ま
で
、
五
番
地
か
ら
七
番
地
ま
で
、
八
番
地
一
か
ら
八
番
地
五
ま
で
、
九
番
地
一
、
九
番
地
二
、
十
番
地
、

ま
で
、
五
番
地
か
ら
七
番
地
ま
で
、
八
番
地
一
か
ら
八
番
地
五
ま
で
、
九
番
地
一
、
九
番
地
二
、
十
番
地
、

十
一
番
地
一
か
ら
十
一
番
地
三
ま
で
、
十
二
番
地
、
十
三
番
地
一
か
ら
十
三
番
地
十
ま
で
、
十
四
番
地
一
か

十
一
番
地
一
か
ら
十
一
番
地
三
ま
で
、
十
二
番
地
、
十
三
番
地
一
か
ら
十
三
番
地
九
ま
で
、
十
四
番
地
一
か

ら
十
四
番
地
八
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
か
ら
十
六
番
地
六
ま
で
、
十
六
番
地
八
か
ら
十
六
番
地
三

ら
十
四
番
地
八
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
か
ら
十
六
番
地
六
ま
で
、
十
六
番
地
八
か
ら
十
六
番
地
三

十
二
ま
で
、
十
七
番
地
一
か
ら
十
七
番
地
十
八
ま
で
、
十
八
番
地
一
、
十
八
番
地
二
、
十
九
番
地
一
か
ら
十

十
二
ま
で
、
十
七
番
地
一
か
ら
十
七
番
地
十
八
ま
で
、
十
八
番
地
一
、
十
八
番
地
二
、
十
九
番
地
一
か
ら
十

九
番
地
三
ま
で
、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
二
か
ら
二
十
一
番
地
四
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
、
二
十
二
番
地

九
番
地
三
ま
で
、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
二
か
ら
二
十
一
番
地
四
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
、
二
十
二
番
地

三
、
二
十
二
番
地
十
七
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
一
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
十
三
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
五
ま

三
、
二
十
二
番
地
十
七
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
一
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
十
三
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
五
ま

で
、
三
十
四
番
地
九
、
三
十
四
番
地
十
、
三
十
四
番
地
十
三
か
ら
三
十
四
番
地
二
十
一
ま
で
及
び
三
十
四
番

で
、
三
十
四
番
地
九
、
三
十
四
番
地
十
、
三
十
四
番
地
十
三
か
ら
三
十
四
番
地
二
十
一
ま
で
及
び
三
十
四
番

地
五
十
三
並
び
に
字
高
山
二
千
九
百
八
十
八
番
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

地
五
十
三
並
び
に
字
高
山
二
千
九
百
八
十
八
番
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

十
六
～
二
十
四

［
略
］

十
五
～
二
十
三

［
同
上
］

二
十
五

富
山
地
区

二
十
四

富
山
地
区

富
山
県
富
山
市
の
次
の
区
域

富
山
県
富
山
市
の
次
の
区
域

［
⑴

略
］

［
⑴

同
上
］

⑵

草
島
字
亀
田
百
二
番
地
の
四
、
百
二
番
地
の
六
か
ら
百
二
番
地
の
八
ま
で
、
百
四
番
地
の
九
、
百
四
番

⑵

草
島
字
亀
田
百
二
番
地
の
四
、
百
二
番
地
の
六
か
ら
百
二
番
地
の
八
ま
で
、
百
四
番
地
の
九
、
百
四
番

地
の
十
、
二
百
四
十
一
番
地
の
二
及
び
二
百
四
十
五
番
地
の
二
、
字
鶴
田
一
番
地
の
一
、
字
八
重
崎
一
番

地
の
十
、
二
百
四
十
一
番
地
の
二
及
び
二
百
四
十
五
番
地
の
二
、
字
鶴
田
一
番
地
の
一
、
字
八
重
崎
一
番

地
及
び
二
番
地
の
一
か
ら
二
番
地
の
三
ま
で
並
び
に
字
古
川
百
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
百
二
十
九
番
地
の

地
及
び
二
番
地
の
一
か
ら
二
番
地
の
三
ま
で
並
び
に
字
古
川
百
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
百
二
十
九
番
地
の

三
ま
で
、
百
二
十
九
番
地
の
六
か
ら
百
二
十
九
番
地
の
十
八
ま
で
、
百
二
十
九
番
地
の
二
十
、
百
二
十
九

三
ま
で
、
百
二
十
九
番
地
の
六
か
ら
百
二
十
九
番
地
の
十
八
ま
で
、
百
二
十
九
番
地
の
二
十
、
百
二
十
九

番
地
の
二
十
一
、
百
三
十
七
番
地
の
一
及
び
百
三
十
七
番
地
の
二
、
古
川
字
川
原
二
十
六
番
地
の
二
か
ら

番
地
の
二
十
一
、
百
三
十
七
番
地
の
一
及
び
百
三
十
七
番
地
の
二
、
古
川
字
川
原
二
十
六
番
地
の
二
か
ら

二
十
六
番
地
の
六
ま
で
、
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
二
十
九
番
地
の
四
ま
で
、
二
百
九
番
地
の
一
か
ら
二
百

二
十
六
番
地
の
六
ま
で
、
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
二
十
九
番
地
の
四
ま
で
、
二
百
九
番
地
の
一
か
ら
二
百

九
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
十
番
地
の
一
か
ら
二
百
十
番
地
の
十
一
ま
で
、
二
百
十
八
番
地
か
ら
二
百
二
十

九
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
十
番
地
の
一
か
ら
二
百
十
番
地
の
十
一
ま
で
、
二
百
十
八
番
地
か
ら
二
百
二
十
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三
番
地
ま
で
、
二
百
二
十
四
番
地
の
一
及
び
二
百
二
十
四
番
地
の
二
、
四
方
北
窪
字
野
際
千
九
十
四
番
地

三
番
地
ま
で
、
二
百
二
十
四
番
地
の
一
及
び
二
百
二
十
四
番
地
の
二
、
四
方
北
窪
字
野
際
千
九
十
四
番
地

の
一
、
千
九
十
四
番
地
の
二
、
千
九
十
九
番
地
の
二
、
千
百
三
番
地
の
二
、
千
百
五
番
地
の
一
、
千
百
五

の
一
、
千
九
十
四
番
地
の
二
、
千
九
十
九
番
地
の
二
、
千
百
三
番
地
の
二
、
千
百
五
番
地
の
一
、
千
百
五

番
地
の
五
、
千
百
六
番
地
の
二
、
千
百
二
十
三
番
地
の
三
、
千
百
二
十
三
番
地
の
四
、
千
百
三
十
番
地
、

番
地
の
五
、
千
百
六
番
地
の
二
、
千
百
二
十
三
番
地
の
三
、
千
百
二
十
三
番
地
の
四
、
千
百
三
十
番
地
、

千
百
三
十
番
地
の
二
、
千
百
三
十
番
地
の
三
、
千
百
三
十
七
番
地
の
二
、
千
百
三
十
八
番
地
の
二
、
千
百

千
百
三
十
番
地
の
二
、
千
百
三
十
番
地
の
三
、
千
百
三
十
七
番
地
の
二
、
千
百
三
十
八
番
地
の
二
、
千
百

四
十
八
番
地
の
二
、
千
百
六
十
二
番
地
の
二
、
千
百
七
十
九
番
地
の
一
か
ら
千
百
七
十
九
番
地
の
五
ま
で

四
十
八
番
地
の
二
、
千
百
六
十
二
番
地
の
二
、
千
百
七
十
九
番
地
の
一
か
ら
千
百
七
十
九
番
地
の
五
ま
で

、
千
二
百
七
番
地
、
千
二
百
七
番
地
の
二
、
千
二
百
十
八
番
地
の
二
、
千
二
百
二
十
五
番
地
の
二
、
千
二

、
千
二
百
七
番
地
、
千
二
百
七
番
地
の
二
、
千
二
百
十
八
番
地
の
二
、
千
二
百
二
十
五
番
地
の
二
、
千
二

百
三
十
八
番
地
の
二
、
千
二
百
四
十
八
番
地
、
千
二
百
四
十
八
番
地
の
二
か
ら
千
二
百
四
十
八
番
地
の
四

百
三
十
八
番
地
の
二
、
千
二
百
四
十
八
番
地
、
千
二
百
四
十
八
番
地
の
二
か
ら
千
二
百
四
十
八
番
地
の
四

ま
で
、
千
二
百
六
十
番
地
の
二
、
千
二
百
七
十
四
番
地
の
二
、
千
二
百
九
十
二
番
地
の
二
、
千
三
百
二
十

ま
で
、
千
二
百
六
十
番
地
の
二
、
千
二
百
七
十
四
番
地
の
二
、
千
二
百
九
十
二
番
地
の
二
、
千
三
百
二
十

一
番
地
の
二
、
千
三
百
三
十
番
地
の
一
、
千
三
百
三
十
番
地
の
三
、
千
三
百
三
十
番
地
の
四
、
千
三
百
三

一
番
地
の
二
、
千
三
百
三
十
番
地
の
一
、
千
三
百
三
十
番
地
の
三
、
千
三
百
三
十
番
地
の
四
、
千
三
百
三

十
六
番
地
の
三
、
千
三
百
四
十
番
地
の
二
、
千
三
百
四
十
五
番
地
の
二
、
千
三
百
五
十
六
番
地
の
二
、
千

十
六
番
地
の
三
、
千
三
百
四
十
番
地
の
二
、
千
三
百
四
十
五
番
地
の
二
、
千
三
百
五
十
六
番
地
の
二
、
千

三
百
五
十
六
番
地
の
三
、
千
三
百
五
十
六
番
地
の
六
、
千
三
百
六
十
八
番
地
の
三
、
千
三
百
六
十
八
番
地

三
百
五
十
六
番
地
の
三
、
千
三
百
五
十
六
番
地
の
六
、
千
三
百
六
十
八
番
地
の
三
、
千
三
百
六
十
八
番
地

の
四
、
千
三
百
六
十
八
番
地
の
七
、
千
三
百
七
十
三
番
地
の
三
、
千
四
百
三
番
地
の
二
、
千
四
百
三
番
地

の
四
、
千
三
百
六
十
八
番
地
の
七
、
千
三
百
七
十
三
番
地
の
三
、
千
四
百
三
番
地
の
二
、
千
四
百
三
番
地

の
九
、
千
四
百
三
番
地
の
十
九
、
千
四
百
四
十
二
番
地
の
一
、
千
四
百
四
十
二
番
地
の
五
、
千
四
百
四
十

の
九
、
千
四
百
三
番
地
の
十
九
、
千
四
百
四
十
二
番
地
の
一
、
千
四
百
四
十
二
番
地
の
五
、
千
四
百
四
十

二
番
地
の
十
、
千
四
百
七
十
七
番
地
の
一
か
ら
千
四
百
七
十
七
番
地
の
四
ま
で
、
千
四
百
七
十
九
番
地
の

二
番
地
の
十
、
千
四
百
七
十
七
番
地
の
一
か
ら
千
四
百
七
十
七
番
地
の
四
ま
で
、
千
四
百
七
十
九
番
地
の

一
及
び
千
四
百
七
十
九
番
地
の
二
並
び
に
字
畑
直
し
千
五
百
二
十
九
番
地
の
一
、
千
五
百
二
十
九
番
地
の

一
及
び
千
四
百
七
十
九
番
地
の
二
並
び
に
字
畑
直
し
千
五
百
二
十
九
番
地
の
一
、
千
五
百
二
十
九
番
地
の

三
、
千
五
百
二
十
九
番
地
の
五
、
千
五
百
二
十
九
番
地
の
六
、
千
五
百
三
十
四
番
地
、
千
五
百
三
十
四
番

三
、
千
五
百
二
十
九
番
地
の
五
、
千
五
百
二
十
九
番
地
の
六
、
千
五
百
三
十
四
番
地
、
千
五
百
三
十
四
番

地
の
二
、
千
五
百
三
十
七
番
地
、
千
五
百
三
十
七
番
地
の
二
か
ら
千
五
百
三
十
七
番
地
の
五
ま
で
、
千
五

地
の
二
、
千
五
百
三
十
七
番
地
、
千
五
百
三
十
七
番
地
の
二
か
ら
千
五
百
三
十
七
番
地
の
五
ま
で
、
千
五

百
四
十
一
番
地
の
一
か
ら
千
五
百
四
十
一
番
地
の
五
ま
で
、
千
六
百
六
番
地
の
二
、
千
六
百
七
番
地
の
二

百
四
十
一
番
地
の
一
か
ら
千
五
百
四
十
一
番
地
の
五
ま
で
、
千
六
百
六
番
地
の
二
、
千
六
百
七
番
地
の
二

、
千
六
百
七
番
地
の
三
、
千
六
百
十
二
番
地
の
一
、
千
六
百
十
二
番
地
の
二
、
千
六
百
十
二
番
地
の
四
か

、
千
六
百
七
番
地
の
三
、
千
六
百
十
二
番
地
の
一
、
千
六
百
十
二
番
地
の
二
、
千
六
百
十
二
番
地
の
四
か

ら
千
六
百
十
二
番
地
の
六
ま
で
、
千
六
百
十
六
番
地
の
一
か
ら
千
六
百
十
六
番
地
の
四
ま
で
、
千
六
百
十

ら
千
六
百
十
二
番
地
の
六
ま
で
、
千
六
百
十
六
番
地
の
一
か
ら
千
六
百
十
六
番
地
の
四
ま
で
、
千
六
百
十

七
番
地
の
一
、
千
六
百
十
七
番
地
の
三
、
千
六
百
五
十
一
番
地
、
千
六
百
七
十
七
番
地
の
二
及
び
千
六
百

七
番
地
の
一
、
千
六
百
十
七
番
地
の
三
、
千
六
百
五
十
一
番
地
、
千
六
百
七
十
七
番
地
の
二
及
び
千
六
百

七
十
七
番
地
の
四
か
ら
千
六
百
七
十
七
番
地
の
八
ま
で
並
び
に
四
方
荒
屋
字
沢
田
一
番
地
の
一
か
ら
一
番

七
十
七
番
地
の
四
か
ら
千
六
百
七
十
七
番
地
の
八
ま
で
並
び
に
四
方
荒
屋
字
沢
田
一
番
地
の
一
か
ら
一
番

地
の
三
ま
で
、
七
十
九
番
地
の
三
か
ら
七
十
九
番
地
の
五
ま
で
、
九
十
九
番
地
の
二
、
二
百
七
十
八
番
地

地
の
三
ま
で
、
七
十
九
番
地
の
三
か
ら
七
十
九
番
地
の
五
ま
で
、
九
十
九
番
地
の
二
、
二
百
七
十
八
番
地

の
一
、
二
百
七
十
八
番
地
の
三
、
三
百
三
十
九
番
地
の
一
か
ら
三
百
三
十
九
番
地
の
六
ま
で
、
三
百
六
十

の
一
、
二
百
七
十
八
番
地
の
三
、
三
百
三
十
九
番
地
の
一
か
ら
三
百
三
十
九
番
地
の
六
ま
で
、
三
百
六
十

三
番
地
、
三
百
六
十
三
番
地
の
二
、
四
百
二
番
地
、
四
百
八
番
地
の
一
、
四
百
八
番
地
の
三
、
四
百
八
番

三
番
地
、
三
百
六
十
三
番
地
の
二
、
四
百
二
番
地
、
四
百
八
番
地
、
四
百
八
番
地
の
二
か
ら
四
百
八
番
地

地
の
五
及
び
四
百
八
番
地
の
七
並
び
に
字
中
坪
割
四
百
九
十
七
番
地
の
二
十
三
、
五
百
四
十
八
番
地
の
四

の
七
ま
で
、
四
百
五
十
九
番
地
の
三
及
び
四
百
五
十
九
番
地
の
四
並
び
に
字
中
坪
割
五
百
十
五
番
地
の
三

、
五
百
四
十
八
番
地
の
六
か
ら
五
百
四
十
八
番
地
の
八
ま
で
、
五
百
七
十
六
番
地
の
三
、
五
百
七
十
六
番

か
ら
五
百
十
五
番
地
の
五
ま
で
、
五
百
四
十
八
番
地
の
一
、
五
百
四
十
八
番
地
の
二
、
五
百
四
十
八
番
地

地
の
十
三
及
び
五
百
七
十
六
番
地
の
十
四
の
区
域

の
四
か
ら
五
百
四
十
八
番
地
の
八
ま
で
、
五
百
七
十
六
番
地
の
一
、
五
百
七
十
六
番
地
の
三
、
五
百
七
十

六
番
地
の
四
、
五
百
七
十
六
番
地
の
八
か
ら
五
百
七
十
六
番
地
の
十
ま
で
、
五
百
七
十
六
番
地
の
十
三
、

五
百
七
十
六
番
地
の
十
四
、
六
百
八
十
五
番
地
の
一
、
六
百
八
十
五
番
地
の
五
及
び
七
百
六
十
一
番
地
の

三
の
区
域

二
十
六
～
三
十
二

［
略
］

二
十
五
～
三
十
一

［
同
上
］

［
削
る
］

三
十
二

渥
美
地
区

愛
知
県
田
原
市
小
中
山
町
立
馬
崎
三
百
八
十
二
番
二
、
四
百
八
十
二
番
四
、
五
百
八
十
五
番
二
、
千
五
十
九

番
三
、
千
二
百
四
十
二
番
七
、
千
二
百
四
十
二
番
二
十
一
及
び
千
二
百
四
十
二
番
二
十
二
、
久
エ
森
一
番
二
、

一
番
五
か
ら
一
番
七
ま
で
、
一
番
十
一
、
一
番
十
二
、
一
番
十
四
、
一
番
十
六
、
三
番
二
及
び
三
番
五
並
び
に

一
膳
松
一
番
二
及
び
一
番
九
十
一
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

［
三
十
三
～
三
十
六

略
］

［
三
十
三
～
三
十
六

同
上
］
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三
十
七

大
阪
北
港
地
区

三
十
七

大
阪
北
港
地
区

大
阪
府
大
阪
市
此
花
区
酉
島
五
丁
目
十
一
番
及
び
酉
島
五
丁
目
の
う
ち
淀
川
に
隣
接
す
る
道
路
、
春
日
出
中

大
阪
府
大
阪
市
此
花
区
酉
島
五
丁
目
十
一
番
及
び
酉
島
五
丁
目
の
う
ち
淀
川
に
隣
接
す
る
道
路
、
春
日
出
中

三
丁
目
百
四
十
七
番
の
二
、
百
五
十
一
番
の
三
、
百
五
十
一
番
の
六
か
ら
百
五
十
一
番
の
八
ま
で
、
百
五
十
一

三
丁
目
百
四
十
七
番
の
二
、
百
五
十
一
番
の
三
、
百
五
十
一
番
の
六
か
ら
百
五
十
一
番
の
八
ま
で
、
百
五
十
一

番
の
二
十
三
、
百
五
十
一
番
の
二
十
六
か
ら
百
五
十
一
番
の
三
十
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
三
十
二
、
百
五
十
一

番
の
二
十
三
、
百
五
十
一
番
の
二
十
六
か
ら
百
五
十
一
番
の
三
十
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
三
十
二
、
百
五
十
一

番
の
四
十
三
、
百
五
十
一
番
の
四
十
九
、
百
五
十
一
番
の
五
十
、
百
五
十
一
番
の
五
百
三
十
一
、
百
五
十
一
番

番
の
四
十
三
、
百
五
十
一
番
の
四
十
九
、
百
五
十
一
番
の
五
十
、
百
五
十
一
番
の
五
百
三
十
一
、
百
五
十
一
番

の
五
百
四
十
四
か
ら
百
五
十
一
番
の
五
百
四
十
六
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
五
百
五
十
七
、
百
五
十
一
番
の
五
百

の
五
百
四
十
四
か
ら
百
五
十
一
番
の
五
百
四
十
六
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
五
百
五
十
七
、
百
五
十
一
番
の
五
百

六
十
三
か
ら
百
五
十
一
番
の
五
百
六
十
六
ま
で
、
百
九
十
九
番
の
二
、
百
九
十
九
番
の
三
、
二
百
七
十
八
番
の

六
十
三
か
ら
百
五
十
一
番
の
五
百
六
十
六
ま
で
、
百
九
十
九
番
の
二
、
百
九
十
九
番
の
三
、
二
百
七
十
八
番
の

三
、
三
百
五
十
番
の
一
、
三
百
五
十
番
の
二
十
二
、
三
百
八
十
九
番
の
一
及
び
四
百
八
十
五
番
、
春
日
出
南
三

三
、
三
百
五
十
番
の
一
、
三
百
五
十
番
の
二
十
二
、
三
百
八
十
九
番
の
一
及
び
四
百
八
十
五
番
、
島
屋
一
丁
目

丁
目
（
準
工
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）

（
準
工
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
島

、
島
屋
一
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
島
屋
二
丁
目
の
住
友
電
気
工
業
株
式
会
社
及
び
日
本
製
鉄
株
式

屋
二
丁
目
の
住
友
電
気
工
業
株
式
会
社
及
び
日
本
製
鉄
株
式
会
社
工
場
敷
地
、
島
屋
五
丁
目
（
準
工
業
地
域
を

会
社
工
場
敷
地
、
島
屋
五
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
島
屋
六
丁
目
（
商
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八

除
く
。
）
、
島
屋
六
丁
目
（
商
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
）
及
び
準

条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
）
及
び
準
工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
桜
島
二
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除

工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
桜
島
二
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
桜
島
三
丁
目
一
番
及
び
二
番
の
区
域
並

く
。
）
、
桜
島
三
丁
目
一
番
及
び
二
番
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

［
三
十
八
～
五
十
三

略
］

［
三
十
八
～
五
十
三

同
上
］

五
十
四

宇
部
・
小
野
田
地
区

五
十
四

宇
部
・
小
野
田
地
区

イ

山
口
県
宇
部
市
の
次
の
区
域

イ

山
口
県
宇
部
市
の
次
の
区
域

［
⑴

略
］

［
⑴

同
上
］

⑵

大
字
小
串
字
沖
ノ
山
一
番
地
の
六
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
八
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
九

⑵

大
字
小
串
字
沖
ノ
山
一
番
地
の
六
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
八
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
九

、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
二
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
三
、
千
九
百
七
十
二
番
地
の
三
（
Ｕ
Ｂ

、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
二
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
三
、
千
九
百
七
十
二
番
地
の
三
（
宇
部

Ｅ
工
業
道
路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
一
（
Ｕ
Ｂ
Ｅ
工
業
道
路
本
社
助
田
線
と

興
産
工
業
道
路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
一
（
宇
部
興
産
工
業
道
路
本
社
助
田

本
社
沖
の
山
線
と
の
交
差
点
よ
り
南
側
の
区
域
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の

線
と
本
社
沖
の
山
線
と
の
交
差
点
よ
り
南
側
の
区
域
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
七
十
八
番

五
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
二
ま

地
の
五
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十

で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
九
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
十
五
、
千

二
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
九
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
十
五

九
百
七
十
八
番
地
の
六
十
六
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
二
、

、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
六
十
六
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十

千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
三
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
七
、
千

二
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
三
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
七

九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
九
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
八
十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九
十
三

、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
九
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
八
十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九

か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九
十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
百
一
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
百
四

十
三
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九
十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
百
一
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の

か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
百
七
ま
で
、
千
九
百
七
十
九
番
地
の
九
、
千
九
百
八
十
番
地
、
千
九
百
八
十

百
四
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
百
七
ま
で
、
千
九
百
七
十
九
番
地
の
九
、
千
九
百
八
十
番
地
、
千
九
百

番
地
の
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の
九
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
一
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
二
、
千
九
百

八
十
番
地
の
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の
九
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
一
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
二
、
千

八
十
番
地
の
十
七
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
二
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二

九
百
八
十
番
地
の
十
七
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
二
、
千
九
百
八
十
番
地

十
三
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
五
か
ら
千
九
百
八
十
番
地
の
三
十
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
五
番
地
、
千

の
二
十
三
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
五
か
ら
千
九
百
八
十
番
地
の
三
十
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
五
番
地

九
百
八
十
五
番
地
の
二
か
ら
千
九
百
八
十
五
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
一
、
千
九
百
八
十

、
千
九
百
八
十
五
番
地
の
二
か
ら
千
九
百
八
十
五
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
一
、
千
九
百

七
番
地
の
二
（
Ｕ
Ｂ
Ｅ
工
業
道
路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
五
の
う
ち
Ｕ
Ｂ
Ｅ

八
十
七
番
地
の
二
（
宇
部
興
産
工
業
道
路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
五
の
う
ち

株
式
会
社
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
敷
地
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
七
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
九
か
ら
千
九

宇
部
興
産
株
式
会
社
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
敷
地
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
七
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
九

百
八
十
七
番
地
の
十
三
ま
で
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
十
八
か
ら
千
九
百
八
十
七
番
地
の
二
十
一
ま
で
、

か
ら
千
九
百
八
十
七
番
地
の
十
三
ま
で
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
十
八
か
ら
千
九
百
八
十
七
番
地
の
二
十

千
九
百
八
十
八
番
地
の
一
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
四
、
千
九
百
八
十
八
番

一
ま
で
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
一
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
四
、
千
九
百

地
の
六
か
ら
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
一
ま
で
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
三
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の

八
十
八
番
地
の
六
か
ら
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
一
ま
で
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
三
、
千
九
百
八
十

十
六
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
七
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
九
か
ら
千
九
百
八
十
八
番
地
の
三
十
一

八
番
地
の
十
六
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
七
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
九
か
ら
千
九
百
八
十
八
番
地
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ま
で
、
千
九
百
八
十
九
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
八
十
九
番
地
の
三
ま
で
、
千
九
百
九
十
番
地
、
千
九
百
九

の
三
十
一
ま
で
、
千
九
百
八
十
九
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
八
十
九
番
地
の
三
ま
で
、
千
九
百
九
十
番
地
、

十
一
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
九
十
一
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
九
十
二
番
地
、
千
九
百
九
十
四
番
地
の
三

千
九
百
九
十
一
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
九
十
一
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
九
十
二
番
地
、
千
九
百
九
十
四

、
千
九
百
九
十
五
番
地
の
四
及
び
千
九
百
九
十
七
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
九
十
七
番
地
の
五
ま
で
の
区
域

番
地
の
三
、
千
九
百
九
十
五
番
地
の
四
及
び
千
九
百
九
十
七
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
九
十
七
番
地
の
五
ま

で
の
区
域

［
⑶
、
⑷

略
］

［
⑶
、
⑷

同
上
］

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
五
十
五
～
六
十
一

略
］

［
五
十
五
～
六
十
一

同
上
］

六
十
二

北
九
州
地
区

六
十
二

北
九
州
地
区

福
岡
県
北
九
州
市
の
次
の
区
域

福
岡
県
北
九
州
市
の
次
の
区
域

⑴

小
倉
北
区
末
広
二
丁
目
十
三
番
地
、
十
四
番
地
及
び
十
九
番
地
の
一
、
浅
野
三
丁
目
二
番
地
の
六
百
二

⑴

小
倉
北
区
末
広
二
丁
目
一
番
地
の
百
九
十
三
、
一
番
地
の
二
百
十
四
、
一
番
地
の
二
百
十
五
、
四
番
地

十
一
か
ら
二
番
地
の
六
百
二
十
三
ま
で
、
許
斐
町
一
番
地
の
一
、
一
番
地
の
三
、
一
番
地
の
十
三
、
二
番

の
一
、
四
番
地
の
三
、
四
番
地
の
二
十
、
五
番
地
の
一
、
五
番
地
の
二
、
七
番
地
、
十
一
番
地
か
ら
十
四

地
の
一
、
二
番
地
の
三
、
四
番
地
、
五
番
地
の
一
か
ら
五
番
地
の
五
ま
で
、
七
番
地
の
一
、
七
番
地
の
二

番
地
ま
で
、
十
七
番
地
の
三
、
十
七
番
地
の
四
、
十
九
番
地
の
一
及
び
二
十
六
番
地
か
ら
三
十
番
地
ま
で

、
八
番
地
、
九
番
地
の
一
、
十
番
地
か
ら
十
二
番
地
ま
で
、
十
三
番
地
の
二
、
十
三
番
地
の
三
、
十
五
番

、
浅
野
三
丁
目
二
番
地
の
六
百
二
十
一
か
ら
二
番
地
の
六
百
二
十
三
ま
で
、
許
斐
町
一
番
地
の
一
、
一
番

地
の
一
か
ら
十
五
番
地
の
六
ま
で
、
十
六
番
地
、
十
七
番
地
の
一
、
十
七
番
地
の
二
及
び
十
八
番
地
か
ら

地
の
三
、
一
番
地
の
十
三
、
二
番
地
の
一
、
二
番
地
の
三
、
四
番
地
、
五
番
地
の
一
か
ら
五
番
地
の
五
ま

二
十
七
番
地
ま
で
、
東
港
二
丁
目
三
番
地
の
一
、
三
番
地
の
二
、
三
番
地
の
四
、
三
番
地
の
五
、
三
番
地

で
、
七
番
地
の
一
、
七
番
地
の
二
、
八
番
地
、
九
番
地
の
一
、
十
番
地
か
ら
十
二
番
地
ま
で
、
十
三
番
地

の
九
、
三
番
地
の
十
二
、
三
番
地
の
十
六
、
四
番
地
の
一
か
ら
四
番
地
の
三
ま
で
、
四
番
地
の
五
、
四
番

の
二
、
十
三
番
地
の
三
、
十
五
番
地
の
一
か
ら
十
五
番
地
の
六
ま
で
、
十
六
番
地
、
十
七
番
地
の
一
、
十

地
の
六
、
四
番
地
の
八
か
ら
四
番
地
の
十
一
ま
で
、
四
番
地
の
十
三
、
四
番
地
の
十
四
、
四
番
地
の
十
六

七
番
地
の
二
及
び
十
八
番
地
か
ら
二
十
七
番
地
ま
で
、
東
港
二
丁
目
三
番
地
の
一
、
三
番
地
の
二
、
三
番

か
ら
四
番
地
の
二
十
ま
で
、
四
番
地
の
二
十
三
、
四
番
地
の
三
十
、
四
番
地
の
三
十
一
、
四
番
地
の
三
十

地
の
四
、
三
番
地
の
五
、
三
番
地
の
九
、
三
番
地
の
十
二
、
三
番
地
の
十
六
、
四
番
地
の
一
か
ら
四
番
地

三
か
ら
四
番
地
の
三
十
六
ま
で
、
四
番
地
の
四
十
四
、
四
番
地
の
四
十
五
、
四
番
地
の
四
十
九
、
四
番
地

の
三
ま
で
、
四
番
地
の
五
、
四
番
地
の
六
、
四
番
地
の
八
か
ら
四
番
地
の
十
一
ま
で
、
四
番
地
の
十
三
、

の
五
十
一
か
ら
四
番
地
の
五
十
三
ま
で
、
四
番
地
の
五
十
九
、
四
番
地
の
六
十
及
び
四
番
地
の
六
十
二
か

四
番
地
の
十
四
、
四
番
地
の
十
六
か
ら
四
番
地
の
二
十
ま
で
、
四
番
地
の
二
十
三
、
四
番
地
の
三
十
、
四

ら
四
番
地
の
六
十
五
ま
で
並
び
に
西
港
町
六
十
四
番
地
の
一
、
九
十
五
番
地
の
一
か
ら
九
十
五
番
地
の
四

番
地
の
三
十
一
、
四
番
地
の
三
十
三
か
ら
四
番
地
の
三
十
六
ま
で
、
四
番
地
の
四
十
四
、
四
番
地
の
四
十

ま
で
、
九
十
七
番
地
の
一
か
ら
九
十
七
番
地
の
三
ま
で
及
び
千
番
七
十
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在

五
、
四
番
地
の
四
十
九
、
四
番
地
の
五
十
一
か
ら
四
番
地
の
五
十
三
ま
で
、
四
番
地
の
五
十
九
、
四
番
地

す
る
道
路
の
区
域

の
六
十
及
び
四
番
地
の
六
十
二
か
ら
四
番
地
の
六
十
五
ま
で
並
び
に
西
港
町
六
十
四
番
地
の
一
、
九
十
五

番
地
の
一
か
ら
九
十
五
番
地
の
四
ま
で
、
九
十
七
番
地
の
一
か
ら
九
十
七
番
地
の
三
ま
で
及
び
千
番
七
十

の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］

［
六
十
三
～
七
十
四

略
］

［
六
十
三
～
七
十
四

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


